














要約

  茨城県 10保健所で,県立こども病院を含む主要小児医療専門機関の医師と心理判定員に

よって実施された乳幼児健診の二次健診体制である地域特殊育児相談の昭和 62 年から平

成 3 年までの 5 年間の業務報告に基づき解析を行った。10 保健所のうち 8 つについては

主要小児医療専門機関への距離は 20km 以上であった。取り扱いは総計 2527 件(新規来所

児 1062 名,継続来所指導件数 1465 件)で,継続症例は全体の 58%であった。内容としては

精神,言語,運動発達を主訴とする乳幼児が多かった。主訴のうち最も多いのが言語発達遅

延で約 5割をしめ,また継続指導を行う率は 7割に達した。男児の来所割合が高く,全体で

は7割,言語発達遅延主訴の来所では8割にもなった。自閉症を含む心理精神的問題も6.7%

あり今後対応が必要と考えられた。言語発達遅延を主訴とした児の診断では,約 4 割弱の

400 人(保健所あたり 8 人/年)は精神発達遅延,自閉症などで専門的な指導の必要がある。

新規来所児では継続指導が 60%をしめ病院紹介は 20%であぅた。従って来所児の 8 割近く

がこの方式で各保健所での対応が可能と思われた。


